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洞爺湖芸術館あり方検討委員会議運営規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、洞爺湖芸術館あり方検討委員会設置要綱（以下「要綱」とい

う。）第６条の規定に基づく、洞爺湖町あり方検討委員会の会議（以下「会議」

という。）の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、議

長（要綱第６条第１項に規定する議長をいう。以下同じ。）が会議に諮り、非公

開とすることができる。 

⑴ 個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること 

⑵ 会議を公開することで、審議の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

ある事項に関すること  

２ 会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議の推進に努めるものとする。 

（議長等の責務） 

第３条 議長は、副会長と連携しながら、迅速かつ効率的に会議を運営することに

努めなければならない。 

２ 検討委員会の委員（以下「委員」という。）は、会議に積極的に参画するとと

もに、円滑な議事運営に協力しなければならない。 

（会議の開会等） 

第４条 会議の開会及び閉会は議長が宣告する。 

２ 委員は、議長の許可を得た後でなければ、発言することはできない。 

（会議録の調製） 

第５条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。 

⑴ 開催日時及び場所 

⑵ 出席者及び欠席者の氏名 

⑶ 会議事項 

⑷ 会議経過（議事の要旨） 
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⑸ 前各号に定まるもののほか、議長が必要と認めた事項 

２ 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。 

（会議録の公開等） 

第６条 会議録及び会議に提出された資料は、原則として公開する。 

２ 前項の公開は、洞爺湖町のホームページに掲載する方法により行うものとする。 

 （傍聴） 

第７条 会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所等を傍聴人受付票（別

記様式）に記入しなければならない。 

２ 議長は、会議場所の事情により傍聴者の人数を制限することができる。 

（傍聴できない者） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

 ⑴ 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 ⑵ 酒気を帯びている者 

 ⑶ 凶器その他人に危害を加えるおそれがある物を携帯している者 

 ⑷ 前各号のほか、議長が傍聴を不適当と認める者 

（傍聴者の行為の制限） 

第９条 傍聴者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

 ⑴ みだりに傍聴席を離れること 

 ⑵ 私語、談話又は拍手等をすること 

 ⑶ 議事に批判を加え又は賛否を表明すること 

 ⑷ 飲食をすること 

 ⑸ 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること 

 （写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止） 

第１０条 傍聴者は、議場において写真、ビデオ等を撮影し又は録音等をしてはな

らない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りではない。 

 （非公開の会議） 

第１１条 傍聴者は、会議の公開をしないこととする議決があったときは退場しな

ければならない。 
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 （退場命令） 

第１２条 傍聴者がこの規程に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に

従わないときは、その者に退場を命ずることができる。 

 （その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は議長が会

議に諮ってさだめる。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年７月31日から施行する。 
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別記様式（第７条関係） 

傍聴人受付票 

項番 住所 氏名 摘要 

１    

２    

３    

４    

５    

６    

７    

８    

９    

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    

 


